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２０１１、１０，４ 

        『緑の循環』認証会議（ＳＧＥＣ） 

パブリックコメント 

ＳＧＥＣ認証制度の見直しについて 

この度、『緑の循環』認証会議（ＳＧＥＣ）は、認証制度について見直しを行

います。つきましては、このことについて下記により広く意見を求めます。 

Ⅰ 趣旨 

  ＳＧＥＣ認証制度は、２００３年に創設し、約８年が経過しましたが、

その現状は、基礎的な制度基盤を整備する段階から、その目的とする持続

可能な森林経営と資源循環型社会の実現を目指して、全国的に普及・定着

を進める段階を迎えております。 

このような状況に的確に対応するため、この度、ＳＧＥＣ認証制度につ

いて、森林認証制度を巡る諸情勢や認証実績を踏まえ、森林管理改善ツー

ルとしてより完成度の高い制度を目指して見直しを行うことといたします。 

なお、現在ＳＧＥC は任意団体ですが、この度の認証制度の見直しに際

し別途定款を定め一般社団法人（理事会、監事及び基金並びにアドバイス

機関として学識経験者等を構成委員とする評議委員会の設置）に改組する

ことを予定しております。 

２ 意見を求める対象となる資料 

資料１ ＳＧＥＣ認証制度の管理運営に関する文書（仮称、案） 

（現行ＳＧＥＣ運営規程の改正） 

資料２ ＳＧＥＣ森林管理認証基準・指標。ガイドライン（案） 

（現行森林管理認証基準・指標・ガイドラインの改正） 

資料３ ＳＧＥＣ・ＣｏＣガイドライン（仮称、案） 

（現行の分別・表示システム運営規程及び同実施要領の改正） 

３ 意見の提出方法 

（１）E-mail による場合 info@sgec-eco.org 

（２）郵便又はファクシミリによる場合 

   宛先 〒100-0014 東京都千代田区永田町 2-4-3 永田町ビル４階 

       『緑の循環』認証会議 事務局 FAX 03-6273-3368 

４ 意見の提出期間 

  平成２３年１０月４日（火）から１０月１７日（月）まで間とします。 

５ 意見提出上の留意事項 

  個人の場合は、住所、氏名、職業を、法人の場合は、所在地、法人名を

記載してください。なお、氏名等は本件に関する連絡以外には使用しませ

ん。また、電話でのご意見はお受けできませんのでご了承願います。 

mailto:info@sgec-eco.org
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資料１ 

 ＳＧＥＣ認証制度の管理運営に関する文書（仮称、案） 

   （現行ＳＧＥＣ運営規程の改正） 

 

第１章 総 則 

 

 （総則） 

第１条 一般社団法人緑の循環認証会議（以下「ＳＧＥＣ」という。）定款第 

○条の認証制度の管理運営については、この文書の定めるところによ 

る。 

（ＳＧＥＣロゴマークの制定） 

第２条 ＳＧＥＣは、ＳＧＥＣロゴマークを別紙の通り制定する。 

 

２ 有効なＳＧＥC 認証書を有する者は、ＳＧＥＣロゴマークを使用するこ 

とができる。ＳＧＥC ロゴマーク使用要領は別に定める。 

     

第２章 認証規格 

 

（認証規格） 

第３条 定款○条の会長（以下「会長」という。）は、別に定める森林管理認

証基準・指標・ガイドライン及びＣｏＣ認証ガイドライン（以下「認

証規格」という。）を策定又は改正を行う場合には、公正、公平及び公

開を旨とし、定款第○条の理事会（以下「理事会」という。）の決議に

先立って、次の手続きを経なければならないものとする。なお、認証

規格については 5 年ごとに必要に応じて見直しを行うこととする。 

（１）定款第○条の評議委員会（以下「評議委員会」という。）を開催し、 

意見を聞くこと。 

（２）広くステークホルダーの意見を聞くこと。 

（３）理事会が定める期間パブリックコメントに付し、各界各層の意見を

聞くこと。 

２ 会長が、前項の手続きを行った場合には、その意見等に対する措置に

ついて理事会及び社員総会（以下「総会」という。）に報告しなければな

らない。 

 

第３章 森林管理認証 
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（森林管理認証） 

第４条 定款第○条の認証機関（以下「認証機関」という。）が、認証規格に

基づき森林管理認証審査（以下「森林管理認証審査」という。）を行っ

た場合には、別に定める事項を記載したＳＧＥＣ森林管理認証審査調

書（以下「森林管理認証審査調書」という。）を策定する。 

２ 当該認証機関は、前項の森林管理認証審査調書において当該森林管理の 

認証を可とする場合には、当該森林管理者に認証書を交付するとともに、 

その旨ＳＧＥC に報告する。 

３ ＳＧＥＣは、前項の報告があった場合には、当該森林管理認証を公示す

る。 

４ 第２項の認証書の交付を受けた森林管理者が、当該森林において、第１

３条第 1 項の業種のうち認証生産物の生産(採取)及びその販売を行う場合

には、第１１条のＣｏＣ認証及びその公示を要しないものとする。 

 

(森林管理認証の種類) 

第５条 森林経営規模及びその管理等の状況に応じ、次の種類により効率的、

効果的な森林管理認証を行う。なお、グループ認証の要件は別に定める。 

  （１）個別認証 

     個別認証は、単独の森林所有者による認証区域を単位とした森林管 

理認証とする。 

  （２）グループ認証 

     グループ認証は、単一の認証書の下に多数の森林所有者・管理者で

構成される認証区域を含む森林管理認証とする。なお、グループ認証

の要件は別に定める。 

 

（森林管理認証の有効期間及び更新） 

第６条 第４条第２項の認証書及び同条第３項の公示は、5 年を有効期間とし、

この期間が経過すると、その効力を失う。森林管理者は、引き続き認

証を受けようとする場合には、その更新のための認証審査を受けなけ

ればならない。なお、森林管理認証の有効期間の取り扱いは一つとし、

追加して参画した認証区域についてもその有効期間の終期は、他の森

林管理認証区域の有効期間の終期とする。 

 ２ 更新に係る認証の手続きは、第４条と同様とする。 

  

 （定期審査） 

第７条 森林管理者は、当該森林管理認証を受けた認証機関により、認証森
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林の管理経営状況等について、年 1 回定期審査を受けなければならな

い。なお、他の認証機関に交代して定期検査を行わせる場合には、そ

の時点で当該交代した認証機関による第４条の森林管理認証を改めて

受けなければならない。 

２ 認証機関は、前項の定期審査を行った場合には、その審査結果について

ＳＧＥＣに報告する。 

 

（森林管理認証の取消） 

第８条 認証機関は、次の事実が判明した場合は、当該森林管理認証を取り

消さなければならない。 

（１）第４条第１項の認証審査、第６条第 1 項の更新のための認証審査

及び前条の定期審査において是正することとした措置が講じられ

ていない場合 

（２）重大な違法行為等を行っていることが判明した場合 

（３）その他森林管理の認証基準から著しく乖離している場合 

２ 当該認証機関は、前項の森林管理認証を取消した場合には、当該森林管

理者にその旨通知するとともに、ＳＧＥC に同様の報告を行う。 

３ ＳＧＥＣは、前項の報告を受けた場合には、当該森林管理認証の公示を

抹消する。なお、この場合、すでに納付された第９条の森林管理認証公示

料金及び第４条第４項の認証生産物の販売等に係る第１７条のロゴマーク

使用料は返却しない。 

 

（森林管理認証公示料金） 

第９条 森林管理者は、別に定める当該森林管理認証に係る公示料金を、第

４条第３項及び第６条第 2 項の公示を受けた時点で、当該認証機関を

経由してＳＧＥＣに納入しなければならない。 

 

第４章 認証生産物及びＣｏＣ認証 

 

（認証生産物） 

第１０条 認証生産物とは、認証森林から生産された生産物が、その生産・

加工・流通等の段階（以下「ＣｏＣ」という。）で、第１３条の認証対

象業種の範囲内において、次条のＣｏＣを管理する事業体（以下「Ｃ

ｏＣ管理事業体」という。）による取り扱いがなされ、かつ、第２条第

１項のＳＧＥＣロゴマークによる表示等により管理されているものと

する。 
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（ＣｏＣ認証） 

第１１条 認証機関は、認証規格に基づきＣｏＣ認証審査（以下「ＣｏＣ認

証審査」という。）を行った場合には、別に定める事項を記載したＣ

ｏＣ認証審査調書（以下「ＣｏＣ認証審査調書」という。）を策定す

る。 

２ 当該認証機関は、前項のＣｏＣ認証審査調書において当該ＣｏＣの認証 

を可とする場合には、当該ＣｏＣ管理事業体に認証書を交付するとともに、 

その旨ＳＧＥC に報告する。 

３ ＳＧＥＣは、前項の報告があった場合には、当該ＣｏＣ管理事業体のＣ

ｏＣ認証を公示する。 

 

（ＣｏＣ認証の有効期間及び更新） 

第１２条 前条第２項の認証書及び同条第３項の公示は、5 年を有効期間とし、

この期間が経過するとその効力を失う。ＣｏＣ管理事業体が、継続し

て当該ＣｏＣ認証を受けようとする場合には、その更新のための認証

審査を受けなければならない。なお、第 1３条第 3 項の統合ＣｏＣ管理

事業体のＣｏＣ認証の有効期間の取り扱いは一つとし、追加して当該

統合ＣｏＣ管理事業体に参画したＣｏＣ管理事業体のＣｏＣ認証の有

効期間の終期は、当該統合ＣｏＣ管理事業体のＣｏＣ認証の有効期間

の終期とする。 

  ２ 更新に係る認証手続きは、前条と同様とする。 

 

 （ＣｏＣ管理事業体の認証対象業種とその認証） 

第１３条 ＣｏＣ管理事業体の認証の対象となる業種は、認証された森林か

ら生産される生産物の生産(採取)･加工･流通･販売･設計･建築等に係

るすべての業種とする。 

２ ＣｏＣ管理事業体は、前項の複数の業種について、同時にＣｏＣ認証を

受けることができる。 

３ 前第 1 項の業種のうち 1 つ若しくは複数の業種を行うＣｏＣ管理事業体 

が構成員である組織であって、別に示す要件を満たす組織化された統合体

にあっては、統合された１つのＣｏＣ管理事業体（以下「統合ＣｏＣ管理事

業体」という。）としてＣｏＣ認証及びその公示を受けることができる。 

 

（定期審査） 

第１４条 ＣｏＣ管理事業体は、当該ＣｏＣ認証を受けた認証機関により、
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認証生産物の取り扱い状況等について、年 1 回当該ＣｏＣの定期審

査を受けなければならない。なお、他の認証機関に交代して定期検

査を行わせる場合には、その時点で当該交代した認証機関による第

１１条のＣｏＣ認証を改めて受けなければならない。 

２ 認証機関は、前項の定期審査を行った場合には、その審査結果について

ＳＧＥＣに報告する。 

 

（認証生産物の取り扱いの休止） 

第１５条 ＣｏＣ管理事業体が、認証生産物の取り扱いを休止しようとする

場合には、当該事業体は、当該ＣｏＣ認証を行った認証機関に、そ

の旨申し出ることができる。 

２ 当該認証機関は、前項の申し出があった場合には、前条の定期審査を文

書による審査とすることができる。 

３ 前項のＣｏＣ管理事業体から、認証林産物の取り扱いの休止をさらに１

年間延長したい旨の申し出があった場合には、当該認証機関はこれを認め

ることができる。この場合、当該認証機関は、当該ＣｏＣ管理事業体のＣ

ｏＣ認証を取り消すとともにその旨ＳＧＥＣに報告し、ＳＧＥＣはその報

告を受け当該ＣｏＣ管理事業体のＣｏＣ認証の公示を抹消する。 

４ 前項のＣｏＣ管理事業体が、当該認証機関に当該休止以降、認証生産物の

取り扱いを再開したい旨を申し出た場合において、当該ＣｏＣ管理事業体が

第１２条１項の有効期間内にある場合には、当該認証機関は、定期審査を実

施し、当該ＣｏＣ管理事業体のＣｏＣ認証の休止を解くことができる。 

５ 当該認証機関は、前項の措置を行った場合には、ＳＧＥＣにその旨報告す

ることとする。ＳＧＥＣは、当該報告を受けた場合には、再度、当該ＣｏＣ

管理事業体のＣｏＣ認証の公示を行う。この場合の当該ＣｏＣ管理事業体の

取扱いは、一般のＣｏＣ管理事業体と同様とする。 

 

（ＣｏＣ認証の取消） 

第１６条 認証機関は、次の事実が判明した場合は、当該ＣｏＣ管理事業体

のＣｏＣ認証を取り消さなければならない。 

   （１）第１１条の認証審査、第１２条の更新のための認証審査及び第１

４条の定期審査において是正することとした措置が講じられていな

い場合 

   （２）重大な違法行為等を行っていることが判明した場合 

   （３）当該認証生産物に非社会的な事実が判明した場合 

   （４）その他ＣｏＣ認証の基準から著しく乖離している場合 
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２ 当該認証機関は、前項のＣｏＣ認証を取消した場合には、当該ＣｏＣ管

理事業体にその旨通知するとともに、ＳＧＥC に同様の報告を行う。 

３ ＳＧＥＣは、前項の報告を受けた場合には、当該ＣｏＣ管理事業体のＣ

ｏＣ認証の公示を抹消する。なお、この場合、すでに納付された第１７条

のＣｏＣ認証公示料金及びロゴマーク使用料は返却しない。 

 

 （ＣｏＣ認証公示料金及びロゴマーク使用料） 

第１７条 ＣｏＣ管理事業体は第１１条第３項及び第１２条第 2 項の公示を

受けた時点で別に定める当該ＣｏＣ認証に係る公示料金を、また、同Ｃｏ

Ｃ管理事業体及び第４条第４項の認証生産物の生産(採取)及びその販売を

行う森林管理者は別に定めるロゴマークの使用料を、それぞれ当該認証機

関を経由してＳＧＥＣに納入しなければならない。 

 

               第５章 認証機関 

 

（認証機関の区分） 

第１８条 認証機関は、森林管理を対象として認証審査する機関、認証生産

物を取り扱うＣｏＣを対象として認証審査する機関並びにそれら両分

野を対象として認証審査する機関とに区分する。 

 

（認証機関公示の要件） 

第１９条 ＳＧＥＣは、次の要件のいずれかを満たす場合には、認証機関と

して公示できるものとする。 

（１）SGEC の認証プログラムについて知識・経験を有し、適合性評価

に関する国際基準に準じて文書化した認証審査業務手順を公表

している機関 

 

（２）国際認定フォーラム（ＩＡＦ）相互承認メンバーの認定機関よ

り、ＳＧＥＣが認めた認定範囲で適合性評価を行っていること

を国際基準により適合している旨の認定を受けた機関 

ただし、この場合のＳＧＥＣが認めた認定範囲については、

評議委員会の議を経て、理事会が認めた認証管理団体の認定範

囲とすることができる。 

 

    ２ 認証機関は、前各項の要件のほか、次の要件を備えなければならない。 

    （１）森林管理認証審査を行う認証機関 
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ア 森林の管理経営並びにその経済的、社会的及び自然的環境に関す

る十分な知識と技術的能力を有していること。 

イ ＳＧＥC 森林管理に係る認証規格について、公正に森林へ適用す

る技術的能力を有していること。 

ウ 森林・林業に関する法令・制度に関する知識を有していること。 

（２）認証生産物を取り扱うＣｏＣ認証審査を行う認証機関 

ア 森林の管理経営及びその生産物の生産･流通・加工一般について十

分な知識を有していること。 

イ ＳＧＥＣ認証生産物に係る認証規格にいて、生産・加工・流通現場

への認証手順に係る業務能力を有していること。 

ウ 森林生産物に関する法令・制度に関する知識を有していること。 

  

 （公示の申請） 

 第２０条 前条の認証機関の公示を受けようとする者は、次の事項を記載し 

た申請書をＳＧＥC に提出する。 

   （１）機関の名称及び代表者の氏名並びに住所 

   （２）組織及び業務の概要 

   （３）認証審査業務の執行体制 

（４）認証審査要員の資格の保有状況等 

   （５）前条の要件 

 ２ 前項の申請書に、次に掲げる書類を添付する。 

   （１）定款又は寄付行為 

   （２）認定機関の認定書若しくは認証審査業務手順（公表しているもの

に限る。） 

   （３）直近の会計書類 

   （４）直近の事業計画及び収支予算 

   （５）その他必要な資料 

   ３ ＳＧＥＣは、第１項の申請を受けた場合には、評議委員会の議を経、か

つ、理事会の承認を得て当該機関には認証機関としての公示についてそれ

ぞれの可否を通知し、その可とする機関について公示する。 

 

 （公示の更新） 

 第２１条 前条の公示は、5 年を有効期間とし、この期間を経過すると、その 

効力を失う。認証機関は、引き続き公示を受けようとする場合には、 

その更新のための手続きを行わなければならない。 

 ２ 前項の更新のための手続は、前条と同様とする。 
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（認証機関公示料金） 

   第２２条 第２０条第３項の公示を受けた機関は、別に定める認証機関公示料

金をＳＧＥＣに納付しなければならない。 

２ 前条の更新のための手続きを行った場合も、前項と同様とする。 

 

（認証機関の公示の取消） 

第２３条 ＳＧＥC は、認証機関が重大な違法行為を行っていることが判明し 

た場合には、評議委員会の議を経、かつ、理事会の承認を得て、当該 

認定機関の公示を抹消する。なお、この場合、すでに納付された前条 

の認証機関公示料金は返却しない。 

 

 

           第６章 認証管理委員会等 

 

（認証管理委員会） 

第２４条 認証制度の管理運営状況について調査し、審議するために、会長は 

理事会の承認を得て認証管理委員会を設置する。 

２ 認証管理委員会は、前項の調査、審議を行い会長に意見を述べる。 

３ 認証管理委員は、学識経験者等のうちから理事会の承認を得て会長が選 

任する。 

３ 認証管理委員は、３名以上７名以内とし、その任期は２年とする。また、 

認証管理委員のうち１名を座長とし、１名を座長代理とする。 

４ 認証管理委員会が、会長に意見を述べるときは、次の事項を記載した 

書面を提出することにより行う。 

（１）認証管理委員会の開催日時及び場所 

 （２）認証管理委員の出席状況 

 （３）意見の内容 

  

（専門部会） 

第２５条 会長は、認証制度の管理運営に関する専門的な事項について調査

するために、専門部会を設置することができる。 

２ 専門委員会は、会長の諮問を受けて意見を述べる。 

３ 専門委員は、会員及び学識経験者のうちから会長が任命する。 

 

第７章 苦情処理 
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（苦情の申し出） 

第２６条 SGEC 認証制度の管理運営に係わって不利益を被った者は、ＳＧＥ

Ｃに対して苦情を申し出ることができる。 

 

（苦情の申し出に対する措置） 

第２７条 定款第○条の監事は、理事会の意見を聞いて、是正等の措置を策定

し、必要な場合には、会長にその措置を講じるよう通知しなければな

らない。 

２ 会長は、前条の通知があった場合は、当該苦情を申し出た者に対して当該

苦情の申し出に対する措置について、通知しなければならない。 

３ 会長は、前項の措置を行った場合には、理事会及び監事並びに総会に報 

告しなければならない。 

 

附則 

この規程は、００年度総会で決議のあった日（００年００月００日）か

ら０カ月を超えない範囲で理事会の定める日から施行する。 

ただし、この規定が施行するまでの間は、旧『緑の循環』認証会議（Ｓ

ＧEC）運営規程（以下旧運営規程という。）及びその関連する旧規程の定

めるところによる。 

また、旧運営規程第２条第２項の認定書、第７条第２項の証書、第１４

条第４項の認定及び１８条第４項の登録について、同旧運営規程で定める

その効力を有している期間内にある場合は、同旧運営規程等関係する旧規

程の定めるところによることができる。 
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資料２ 

ＳＧＥＣ森林管理認証基準・指標・ガイドライン（案） 

（現行森林管理認証基準・指標・ガイドラインの改正） 

 

ＳＧＥＣ認証制度の管理運営に関する文書第３条第１項の森林管理認証基

準・指標・ガイドラインは、本文書の定めるとことによる。 

 

基準１ 認証対象森林の明示及びその管理方針の確定 

 

1-1 土地、森林資源などの所有者・管理者が明確であり、その経営方針と実行・改善

方針を備えている。 

 1-1-1  森林所有者、地上権者が登載された登記簿謄本、森林簿、森林経営計画またはそ

れに準じる森林管理計画（以下、森林管理計画等）の計画書・計画図があり、ラン

ダムに選んだ林分について現地で確認できる。 

 1-1-2 森林所有者、地上権者と当該森林の管理者が異なる場合は、受託管理契約等によ

り森林認証への参加が確認できる。 

 1-1-3 グループ森林管理認証の場合は、当該構成員の所有する森林を一元的に管理する

計画、組織、責任体制等、当該森林を計画的かつ適正に管理するために必要な要件

が明確に確認でき、グループ森林管理認証に関する要求事項を満たしている。 

 

1-2 対象森林の所在場所別面積、人工植栽に係る森林の区別（人工林、天然林別）、

樹種又は林相、林齢及び立木材積が明らかな森林調査簿類が常備されている。 

 1-2-1 森林簿または森林調査簿もしくはこれらに準ずる簿册が常備されており、これら

が５年おきの森林調査で更新されている。 

1-3 対象森林の位置が、現地及び図面上で明瞭である。 

 1-3-1 対象森林の所在が地番等で確認できる五千分の一程度の図面が常備され、そのう

ちランダムに選んだ対象森林が現地で確認できる。 

1-4 森林経営計画またはそれに準じる森林管理計画が樹立され、森林所有者等が自ら

の意志で、持続可能な森林の管理・経営に関する基本方針が策定されている。 

 

 1-4-1  森林経営計画認定森林は、森林経営計画書及び認定書の写しを常備しており、そ

の実施状況を現地で確認できる。森林管理の基本方針は、計画事項の「森林施業の

実施に関する長期の方針」により確認する。 

 上記以外の森林管理計画が樹立された森林は、森林管理計画書のほか、対象森林

の管理目的に応じた長期計画があり、SGEC の基準・指標に適合する森林施業を長

期にわたり遵守することを最高経営者がこれを保証する。 
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 1-4-2 SGEC の基準・指標に適合する森林施業を長期にわたり遵守することを、最高経

営者が保証するとともに、森林管理計画等は、個々の森林の管理目的が明確であり、

管理目的とその森林の特性に応じた目標森林の構成とそれに到る方法とが整合が

とれたかたちで明示されている。 

 

 1-4-3  環境影響に配慮した管理の基本方針が示されている。 

 

1-5 

 

 1-5-1 

 

 1-5-2 

 

 1-5-3 

森林管理計画等に即した森林管理を実行しうる管理体制と経営が行われている。 

 

森林管理体制と実行組織が森林管理計画等を実行するうえで適切に配置され、担

当者の役割や責任、権限が明確である。 

森林所有者及び管理受託者は、経営内容の継続的改善に努めている。 

 

 森林所有者および管理受託者は、経営内容の継続的改善に努める。 

 

 基準２ 生物多様性の保全 

2-1 生物多様性保全に関するランドスケープレベルの管理方針と主要な森林タイプ

についての林分レベルの管理方針が定められている。 

 2-1-1 森林管理計画等には、生物多様性に関して次の内容を含む。 

ａ．対象地の特性をふまえた生態系、種、遺伝子の多様性の維持・向上に関する基

本的な管理方針 

ｂ．生物多様性の維持・向上に関し、望ましいランドスケープレベルでの管理計画 

ｃ．いくつかの代表的な林分タイプについて、生物多様性の維持・向上の観点から

の技術指針。 

 ただし、小規模組織に関しては、隣接地との相互作用をランドスケープレベルで

考慮した森林管理方針が樹立されている。 

 2-1-2 原生林またはそれに近い天然林がある場合は、これを維持するための管理指針に

基づいて厳正に管理し、周辺のバファゾーンについても管理指針がある。 

 

2-2 対象森林内で生物多様性の確保に重要な構成要素（原生林、天然林、里山林、草

地、湿地、沼、農地など）が地図上で明らかにされ、それらの管理方針が定められ

ていること。 

 2-2-1 対象地に含まれる構成要素が地図上に明示され、そのうち生物多様性の維持上重

要な要素については、対象地内の動植物が記録され、動植物の重要種については保

護管理の技術指針がある。 

 2-2-2 水辺林や湿地帯、ビオトープの適切な保全計画及び利用計画がある。 
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2-3 絶滅危惧Ⅰ類、絶滅危惧Ⅱ類、準絶滅危惧に属する種及びその生息地の保護が図

られていること。 

 2-3-1 

 

地域における既存の生物多様性情報を広範に収集し記載しておくとともに、もし

レッドデータブックにある動植物が存在する場合は、保護計画に基づいて、その生

息地を把握し厳正にその保護に努める。専門家からの意見聴取によって貴重な動植

物がいるとされ 
箇所は、保存林を設定するなど、専門家の助言に基づき適切な保護

対策を行う。 

 2-3-2 

 

  

貴重動物の保護に当たっては、営巣木として価値ある立木の保存や、昆虫・鳥類

等の餌として価値ある枯れ木・空洞木・倒木の保護などのほか、生息環境の改善に

努める。 

2-4 下層植生を含め自然植生・野生動植物の保全に努めること。 

 2-4-1 

  

野生動植物の生育環境の維持改善のため、下層植生や林縁植生の維持に努める。

また貴重な自然植生は、保護のための処置を講ずる。 

 2-4-2 

 

野生動植物の採取は、持続可能なレベルを超えず、不適切な活動が防止されるよ

う努める。 

 2-4-3 

  

外来種の新たな導入は、生態系への悪影響を避けるため慎重に検討し、導入の際

はその悪影響を注意深く監視する。 

  2-4-4 林道、治山施設など工作物の設置に際し、小動物の生育・繁殖を妨げない措置（林

道側溝、横断溝、魚道など）を講ずる。これら工作物は使用可能な箇所では生物系

資材を使用する。 

 

基準３ 土壌及び水資源の保全と維持 

 

3－1 

 

 3-1-1 

土壌及び水資源の保全に与える影響を事前に把握し、森林管理計画等や実施過程

における悪影響を最小化する。 

伐採、林道開設等の林業活動における環境変化や保全水準を認識するとともに、

環境に配慮すべき項目を整理し、従業員や委託・請け負わせ先に周知徹底が図られ

ている。 

 3-1-2 土壌・水系の保全のために特に配慮が必要な地区が地図上で特定され、適切な措

置がとられている。 

 

 3－2 伐採に当たっては、風が強く当たる尾根筋、水系及び道路沿いには適切な保護樹

帯を設けていること。 

 3-2-1  土壌・水資源・生物多様性・景観の保全のために尾根筋、沢筋に保護樹帯が適切

に設けられている。保護樹帯は森林管理に関する計画図に基づき現地で確認でき
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る。 

  3-2-2  保護樹帯の植生は、立地条件に適合した植生が維持されている。また、現状が針

葉樹人工林の場合には、針広混交林への誘導が計画されている。 

 

3-3 森林の伐採集運材に当たっては、近隣の水資源や土石流防止機能などへの影響を

考慮し、地表面の保護が図られるよう慎重に配慮されていること。 

 3-3-1 山地災害防止機能が高い森林や山地災害危険地域等、土壌・水系の保全のための

配慮が必要とされている区域で伐採計画がある場合には、伐採の種類、伐採区域の

面積等が水土保全上問題ないものとなっている。 

 市町村森林整備計画で水源涵養機能等維持増進森林と定められている森林にあ

っては、伐採の計画が市町村森林整備計画の基準・規範等に適合している。 

 これら以外の森林にあっても、伐採更新等の施業計画がある場合には、その林分

が属する小流域の水資源保全に注意が払われている。 

 3-3-2 集運材方法、集材時期が、地形、土壌、植生等の立地条件に照らして環境に負荷

が尐ない方法を選び適切に作られた技術マニュアルにしたがって、地表面の保護お

よび水質汚濁防止のための措置がとられている。 

 

3-4 林業機械に用いる、燃料、オイルその他汚染物質および農薬など化学物質が水系

に流出しないよう注意を払うこと。 

  3-4-1  燃料、オイル類および林業薬剤の保管場所、保管方法、使用方法を定めたマニュ

アルにしたがって、土壌汚染や水質汚濁を引き起こさないよう注意する。 

 

3-5 林内路網の開設に当たっては、水土保全に細心の注意を払うこと。 

  3-5-1 

 

 

 

 3-5-2 

林内路網の作設にあたっては、林道規程、林地開発許可等の基準による作設マニ

ュアルに従うほか、現地の自然条件や下流域の水利用の特性に照らして環境に負荷

が尐ない方法を選び、水土保全に細心の配慮を払って計画されている。 

 

林内路網の維持管理体制が整っており、適切な維持管理がなされている。 

 

  基準４ 森林生態系の生産力及び健全性の維持 

 

4.1 経済的、社会的、生態的な持続性に配慮し、森林資源調査等に基づいた森林管理

計画等を作成し、適切な実行体制が整備されている。 

 4-1-1 当該森林の公益的価値の重要性を認識し、それを維持、増進するよう森林管理計

画の策定と実行に努めている。 
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 4-1-2 標準地調査などのモニタリング結果に基づいて資源状況を把握し、林齢構成の平

準化に努めるなど、長期的な森林管理の持続性に配慮している。 

 

4-.2 伐採量は森林管理計画等で定める計画量の範囲内であり、適正に配置されている

こと。 

大面積皆伐は避け、可能な箇所では、非皆伐施業を行う。また林産物資源の収穫は、

それが持続できるよう定められていること。 

  4-2-1  伐採の計画が、その森林の管理目的および資源構成に照らして適切かつ実行可能

であり、伐採箇所、箇所毎の伐採方法、伐採率、伐採面積・材積、伐採予定時期を

含む収穫予定表が明示されている。 

  4-2-2  伐採方法・伐期齢・伐採率等の伐採・収穫については、水土保全・生物多様性保

全に配慮した技術指針が作成されており、可能な箇所では、非皆伐施業を行うとと

もに、林地保全の必要性が高い場所は、針葉樹一斉林型を呈している林分に広葉樹

を残す。 

 4-2-3 森林経営計画認定森林の場合には、認定された森林経営計画に即した伐採計画に

したがって実行している。それ以外の森林の場合には、地域森林計画・市町村森林

整備計画の基準に準ずる。 

 

4-3 伐採後は計画期間内に確実に更新されていること。伐採跡地などの人工更新は、

施業の履歴を踏まえて、適地適木の原則が守られていること。 

  4-3-1  最近５年ないしは 10 年における伐採と更新の実行状況が確認でき、伐採計画に

対応して、更新が適切に計画されている。この場合、更新期間は、市町村森林整備

計画に準ずる。 

  4-3-2  更新方法、更新樹種、本数等の更新に関する技術指針が作成されており、これに

したがって更新箇所と箇所毎の更新方法、更新面積、樹種、更新予定時期を含む更

新予定表が作られている。 

  4-3-3  人工更新の場合の樹種の選択は、水資源かん養、国土保全、環境保全等の観 点

も含めた適地適木の原則等の技術合理性に照らして行う。種子、苗木はその地域の 

在来のものを使用するよう努める。外来種の導入は、生態系へ好ましくない影響が

想定されるものは避け、遺伝子組み換え樹木は使用しない。 

 

  4-3-4  人工植栽にあっては、植え付け後に定期的に苗木の活着状況を確認し、枯損木が

ある場合には捕植する。大規模な枯損が発生した場合や植栽後の成長が思わしくな

い場合には、原因の調査分析に基づき適切な樹種を選定し改植等の措置をとる。 

 

4-4 天然林についても地域の特性を考慮し適切な森林管理計画等が樹立され、的確な
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更新施業が行われている。 

  4-4-1  森林管理計画等における天然林に関する記述内容が、地域森林計画および市町村

森林整備計画に照らして適切であり、天然林の伐採と更新が技術合理性の観点から

相互に有機的に結合して計画されている。 

 伐採・更新にあたっては、伐採方法、数量、予定時期を含む予定表が作られてい

る。 

 4-4-2 天然林の施業にあっては、施業方法と林相・林型に応じた適切な選木指針があり、

伐採率、伐採の繰り返しの期間などの技術指針がある。 

 また伐採後の更新が適切に行われるよう、林相・林型、伐採後の現地の実態に応

じて、地表処理、植え込みなど必要な更新補助作業が計画されている。 

 

4-5 期間内における保育計画が明らかであり、現地の実態に応じて適切に行われてい

ること。 

  4-5-1  保育方法、保育時期等の保育に関する技術指針が作成されている。樹種の多様性

を高めかつ多層的な根系の発達に資するため、除伐等において適度に広葉樹ないし

は更新対象樹種以外の樹種を適度に残す。 

  4-5-2  最近５年ないし 10 年における保育の実行状況が確認でき、かつ今後の保育箇所

と箇所毎の保育方法、数量、予定時期が明示されている。 

 

4-6 目標林型への誘導に必要な間伐が適切に計画され、間伐が的確に実行されるこ

と。 

  4-6-1  森林資源の齢級構成、個々の林分の立木密度の現況に照らして、必要な林分に間

伐が計画されており、間伐箇所と箇所毎の伐採率、数量、間伐予定時期が明示され

ている。また、市町村森林整備計画で要間伐森林に指定された林分は実行計画があ

る。 

  4-6-2  間伐方法、伐採率、間伐林齢、間伐の繰り返し期間、間伐を実施する林分の立木

密度等の目安等、間伐に関する技術指針ないし技術マニュアルが作成されている。

なお、林内に現存する広葉樹、枯れ木、生長衰退木（空洞のある木）などを適度に

残す。 

  4-6-3  最近５年ないしは 10 年における間伐の実行状況が記録されており、また、間伐

実行状況からみて、間伐は、林齢、林分の立木密度の現況等に照らし適切に行われ

ている 

4-7 森林の病虫獣害に対する適切な防除・対策が図られ、農薬など化学物質の使用は、

法令などを順守し、かつ必要最小限の使途にとどめている。 

  4-7-1  森林管理計画等における森林病害虫防除に関する計画は、森林病害虫等防除法、

および鳥獣保護法の鳥獣保護事業計画に基づいているとともに、生物多様性・水土
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保全の維持にとって適切である。 

  4-7-2  対象森林および周辺森林での最近５年ないしは 10 年における森林病害虫獣害の

発生状況と、講じた対処措置が確認できる。 

  4-7-3  林業薬剤（除草剤を含む）の使用は必要最小限のものに限って使用する。使用す

る場合には、農薬取締法等に適合した管理マニュアルを定め、これに従って薬剤を

取り扱う。 

4-8 山火事、気象災害に対する適切な予防と被害への対処が図られていること。 

  4-8-1  森林火災、気象災害予防に関し、森林管理巡視員、森林損害てん補制度（森林保

険等）など体制整備のほか、従業員、ボランティア等への啓発、教育のプログラム

がある。 

  4-8-2  森林火災消防に関し、関連機関との有機的連携を保ちつつ、従業員への訓練が実

施され資材が準備されている。 

  4-8-3  森林火災被害跡地がある場合には、跡地への森林造成の計画があり、場所毎の更

新方法、面積等が明示されている。 

 

  基準５ 持続的森林経営のための法的、制度的枠組 

5-1 日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。 

 5-1-1  日本の全ての法律および日本が調印した全ての国際条約や合意を遵守すること。

（遵守すべき国内法、国際条約等を別紙に例示する） 

  5-1-2  森林管理上必要な法令集を常にアクセス可能な状態に保ち、合法性の遵守に関し

て、その説明責任を担保しうる文書、記録等の整備と適切な対策が採られている。 

 

5-2 地域社会の法的あるいは慣習的な財産・資源などの利用権が尊重されているこ

と。 

  5-2-1  認証申請森林についての入会権、漁業権、その他の慣習的な利用権（国有林にあ

っては共用林野）の有無と、森林管理計画等におけるそれらの位置づけが確認でき

る。 

 5-2-2 入会権等が確認された場合、利用権利者の実態を踏まえてその利益を適切に保全

することが森林管理計画等に記載されている。 

 

5-3 森林管理計画等の実行に当たり、従業員や委託・請け負わせ先に対して生物多様

性に関して適切な訓練と指導を行っていること。 

 5-3-1 従業員や委託・請け負わせ先に対し、生物多様性保全等に関する教育・指導文書

があり、研修が行われている。 
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5-4 従業員や委託・請け負わせ先に対して、職務能力向上研修や社会保障制度の加入

など必要な雇用改善を実施している、または実施状況を把握している。 

  5-4-1  法的要件を満たす事業者（森林所有者ないしは森林管理主体となる者）は、国内

法制に基づき従業員の雇用保険、健康保険、年金保険、退職金共済制度など社会保

障制度に加入している。法的要件を満たしていない者であっても、加入に努める。

また、委託・請け負わせ先における従業員または事業主、一人親方等の社会保障制

度への加入状況について把握している。 

  5-4-2  従業員に対し、素材生産・森林整備、森林調査、現場管理・統括、経営企画・営

業・販売に係る職務能力向上に関する教育・指導方針が有り、研修が行われている。 

 

5-5 従業員や委託・請け負わせ先に対して、労働安全に関して必要な訓練と指導を行

っていること。 

  5-5-1  従業員や委託・請け負わせ先に対し、安全作業の基準等の労働安全に関するマニ

ュアルや手引き書、安全点検表、安全日報、リスクアセスメント報告書、労働災害

記録文書などが用意され、これらに基づいた安全教育（安全大会等）、日常点検等

の自主的安全活動、リスクアセスメント、安全巡視活動、安全衛生に関する各種研

修などが行われている。 

  5-5-2  法定要件を満たす事業者にあっては、労働安全衛生法、同施行令、労働安全規則

等に基づく安全衛生管理体制が組織化されている。それ以外の者にあっては、上記

に準ずる。 

  

  基準６ 社会・経済的便益の維持及び増進 

 

6-1 緑の循環資源として、認証林産物を多様な用途に有効活用し、地元住民や利害関

係者等との連携を図り、地域経済の振興に努める。 

 6-1-1  認証森林から生産された多様な認証林産物の利用を認定事業体と連携して推進

し、森林認証の取得を通じて得た知識・経験を広く地域に普及・啓発に努める。 

  6-1-2  認証林産物を生産現場や加工・流通過程において非認証林産物と混同しないよう

分別・表示し、需要者に適正に供給する。 

  6-1-3  林道、作業道の開設・維持、治山施設の設置、森林レクリエーション・環境 教

育施設の設置等にあたっては、認証森林から産出される林産物の有効利用に努め

る。 

 

6-2 市民に自然に触れ合う機会・場所の提供に努めるとともに、入山者に対する環境

教育、安全などへの指導および対策が整備されている。 

  6-2-1  市民が自然にふれあう機会や場所の提供に努める。相当規模の森林経営体にあっ
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ては、独自の森林・環境教育プログラムがあり、入山者に対しては説明板など環境

教育施設を設置するか、もしくは、設置の計画がある。 

 入山者の利用する林道、作業道、歩道その他施設について、交通安全施設、安全

標識、案内板等を整備する。 

  6-2-2  入林者に対する空き缶、ゴミなどの持ち帰りの啓発がなされているとともに、廃

棄物が出た場合には、森林外の適切な場所で処理されている。 

 

6-3 森林レクリエーションや景観の維持に配慮した森林管理が必要な森林において

は、適切な対応がとられていること。 

  6-3-1  森林管理計画等において森林レクリエーション・景観維持改善のためのゾーニン

グを行い、該当地域は可能な限り景観維持改善、快適性向上の観点から望ましい施

設設置、森林配置、森林施業に努める。 

  6-3-2  市町村森林整備計画等の公的計画・制度で景観保全、生活環境保全のための森林

施業上の制約がある森林については、その基準・規範に適合している。 

  6-3-3  森林レクリエーション施設は、森林レクリエーション受益者の期待、環境保全、

林地開発許可基準及び保健機能森林に関する森林経営計画の認定基準を満たすよ

う設置されている、もしくは計画されている。 

6-4 文化的・歴史的に重要な遺跡や資源・社会的に価値の高い森林が保護されている

こと。 

  6-4-1  森林管理計画等に文化財保護法等による指定文化財のほか、地域社会において文

化的、歴史的に重要と評価されている遺跡、地域住民に親しまれ郷土のシンボルと

なっている森林、地域住民に親しまれている巨樹・巨木、学術的に価値の高い森林

などが明示され、その取り扱い指針が示されている。 

  6-4-2  文化財保護法等の諸制度で規制された森林でなくても、森林施業について地域社

会から妥当と評価される内容で、その保全に対する配慮がなされている。それらの

森林については、展示林、見本林などとして社会一般の便益に積極的に供し、その

ＰＲを行っている。 

6-5 対象森林の管理・整備・利用が、地球温暖化防止の二酸化炭素吸収源として貢献

できるよう努めている。 

  6-5-1  二酸化炭素固定能を向上させる、あるいは尐なくとも低下させないよう森林を適

切に取り扱い、また林地残材や利用可能な間伐材等を有効利用することにより、二

酸化炭素固定能の向上に努める。 

  6-5-2  森林の管理・整備に当たっては、可能な限り化石燃料の節減に努める。 

  

基準７ モニタリングと情報公開 

7-1 管理計画の実行状況としての影響を評価するためのモニタリングを、適宜実施す
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ること。モニタリングの結果は、管理計画の実行及び改訂に反映され、必要に応じ

て見直しが図られている。 

  7-1-1  モニタリングで森林管理計画等の達成度を評価するチェックリストがあり、これ

に基づき現地で確認作業を行い、達成度と環境影響を評価する。実行されていない

場合には、その理由と対処方針を明示する。モニタリングについては、内部監査を

おいて自己検証、評価、改善点の検討がなされている。 

 

7-2 地方自治体などが全体の多様性を推測する指標生物群のモニタリングを行って

いる場合、その調査に対する協力体制が整っていること。 

  7-2-1  生物多様性に関するモニタリングを行っている第３者機関との協力体制の内容、

その実施状況が確認できる。 

 

7-3 対象森林に関する各種情報の記録を極力残すこと。施業を行った場合は、作業種

別、年度別、所在場所別に施業記録が残されていること。 

  7-3-1  場所別・年次別の施業履歴が残されている。また病虫害、獣害、森林火災、気象

害の被害状況や森林保険の加入、損害てん補状況が記録されている。 

 

7-4 

 

  7-4-1 

 

 

 

森林管理計画等とモニタリング結果は、情報の機密性を尊重するが、その概要に

ついては一般に公開することを原則とする。 

森林管理計画等及び計画の実行記録簿、生物多様性の保全等の計画事項のチェッ

クリスト等についての公開の方法（場所、閲覧 
続き等）を定めた文書がある、もし

くは作成する予定がある。 

 

注 凡例 

  例 ７－４－１ 

７(基準)－４(指標)－１（ガイドライン） 
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資料３ 

ＳＧＥＣ・ＣｏＣ認証ガイドライン（仮称 案） 

（現行の分別・表示システム運営規程及び同実施要領の改正） 

 

                   

ＳＧＥＣ認証制度の管理運営に関する文書第３条第１項のＣｏＣ認証ガイド

ラインは、本文書の定めるとろによる。 

 

１ 認証生産物の管理 

 

１－１ ＣｏＣ管理事業体は、購入、加工、保管、出荷などの各工程において、

以下のいずれかの方法によって認証生産物を管理する。 

  （１）分別管理方式 

  （２）パーセンテージ方式 

 

２ 認証生産物の管理責任者 

 

２－１ ＣｏＣ管理事業体は、認証生産物の履歴の管理、工程の管理、文書の

管理、ＳＧＥＣ表示ツールの管理を行うために、管理責任者を置かなけ

ればならない。 

 

３ 分別管理方式 

 

３－１ ＣｏＣ管理事業体の認証原材料・製品が、その他の原材料・製品(以下、

「非認証原料・製品｣という。）と混合されない場合、もしくは認証原材

料・製品が全工程において識別可能である場合には、ＣｏＣ管理事業体

は分別管理方式により、認証生産物が非認証生産物と混在しないように

分別して管理する。 

３－１－１ 分別管理は、次のいずれかの方法によって管理すること。 

① 証生産物と非認証生産物の保管場所、加工場所を区分する物理

的な分離 

② 加工工程において、認証生産物と非認証生産物の取扱時間を区

分する時間的な分離 

③  加工工程における認証林産物と非認証生産物の恒常的な識

別 

       ３－１－２  分別管理の状態が、書類上でも確認でき、入荷・生産・出荷・ 

在庫において明示できること。 

３－１－３  認証生産物が、別途定める「ＳＧＥＣマークの使用に関する技 

術文書」に基づき適正に表示され、需要者に提供できること。 

  

３－２ 分別管理方式を採用する場合、ＣｏＣ管理事業体は購入、加工、保管、 
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出荷の全工 

程において確実に認証原材料・製品が分別され、識別できるようにしな 

ければならない。 

 

３－３ ＣｏＣ管理事業体は、認証原材料の含有量が異なる製品についても、 

分別管理方式を採用することができる。 

 

４ パーセンテージ方式 

 

４－１ ＣｏＣ管理事業体の認証原材料・製品が、その他の非認証原材料・製 

品と混合される場合にあって、分別管理が困難な場合には、パーセンテ 

ージ方式により、認証生産物を管理することができる。 

４－１－１ パーセンテージ方式を採用する場合は、別途定める「パーセンテ 

ージ方式に関する技術文書」及び｢問題のある出所からの原材料・製 

品を回避するための技術文書」、「ＳＧＥＣマークの使用に関する 

技術文書」に基づき管理しなければならない。 

 

４－２ 認証林産物の管理がパーセンテージ方式による場合、混合される認証 

生産物以外の原材料・製品が問題ある出所に由来する場合は、当該製品 

にＳＧＥＣマークの表示は出来ないものとする。 

 

４－３ ＣｏＣ管理事業体は、特定の製品グループに対して、「パーセンテー 

ジ方式に関する技術文書」に従って、パーセンテージ方式の要求事項を 

実施しなければならない。 

 

４－４ 製品グループは、①単一の製品タイプ、②樹種や分類などが同一また 

は類似の投入原料からなる製品群に関連していかなければならない。ま 

た、製品群に含める原は、同一の計算単位、または同一の計算単位に変 

換可能な計算単位を使用しなければならない。 

 

４－５ 製品グループは、認定事業体の単一の現場で生産、加工される製品と 

関連していなければならない。 

 

４－６ 前項は、林業請負業者、輸送業者、貿易など、事業を行う現場が特定 

できない管理事業体及びその工程には適用されない。 

 

５ 由来の確認 

 

５－１ ＣｏＣ管理事業体は、認証原材料・製品の全ての供給者から森林管理

認証書、ＣｏＣ認証書又は供給者の認証状態を確認する文書のコピーを

入手、又はこれら認証書又は文書にアクセスできるよう要求するととも
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に、これら認証書又は文書の有効期限及び認証範囲を確認しなければな

らない。 

 

５－２ ＣｏＣ管理事業体は、認証原材料・製品の荷受け毎に、認証状態を確 

認するために、必要な情報を供給者から入手しなくてはならない。 

５－２－１ 認証状態を確認するのに必要な情報 

① 供給者の名称及びＳＧＥＣ認証番号 

② 納入年月日 

③ 納入される原材料・製品の種類 

④  納入される原材料・製品の数量  

 

５－３ ＣｏＣ管理事業体は、問題のある出所に由来する原材料・製品が認証 

製品に含有されるリスクを最小にしなければならない。 

５－３－１ 問題のある出所からの原材料・製品を回避するために、別途定め 

る｢問題のある出所からの原材料・製品を回避するための技術文書」 

に基づき、作業を実施しなければならない。 

 

６ 認証生産物の文書管理 

 

６－１ ＣｏＣ管理事業体は、認証生産物の入荷量・生産量・在庫量・出荷量 

を品目別及び取引相手別に、文書又は電算処理データによって管理しな 

ければならない。 

 

６－２ 前項の文書又は電算処理データは、表示管理における取扱数量の資料 

とする。 

 

７ 認証生産物の販売・委譲と情報の伝達 

 

７－１ ＣｏＣ管理事業体は、顧客に認証生産物を販売又は委譲する際、顧客 

にＣｏＣ認証書又は認証生産物の供給者としての適合性を確認できる文 

書のコピーを提供もしくは明示しなければならない。ＣｏＣ管理事業体 

は、認証範囲に変更がある場合は、顧客に通知しなければならない。 

 

７－２ ＣｏＣ管理事業体は、認証生産物の出荷にあたっては、納品書等の文 

書にＳＧＥマークもしくは文字によりＳＧＥＣ認証生産物であることを 

明示するとともに、尐なくとも以下の情報を記載し顧客に提供しなけれ 

ばならない。 

（１）ＣｏＣ管理事業体名及び認証番号 

（２）認証生産物の種類及び数量 

（３）パーセンテージ方式を採用する場合は、その旨及び認証パーセン 

テージ 

（４）納品年月日と文書発行年月日 
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７－３ ＣｏＣ管理事業体は、認証生産物の入荷量・生産量・在庫量・出荷量 

に係わる文書及びデータを、尐なくとも５年間保管しなくてはならない。 

 

８ 委託・下請業務 

 

８－１ ＣｏＣ管理事業体は、生産・加工・保管等を他の事業者に委託又は下 

請させることができる。 

８－１－１委託・下請に関する業務委託覚書等の締結 

（１）ＣｏＣ管理事業体は、生産・加工・保管等を他の事業者に委託 

または下請させる場合、受託事業者もしくは下請事業者（以下、 

｢受託事業体｣という）との間で、業務委託覚書等を締結しなけれ 

ばならない。 

（２）業務委託覚書等には、尐なくとも以下の事柄が含まれなければ 

ならない。 

① 受託事業体がＳＧＥＣの目的を理解すること。  

② 受託事業体は当該業務における当該事業体の責務・役割につ 

いて合意し、ＣｏＣ管理事業体の指示に基づいて作業を行うこ 

と。 

③ 受託事業体は、当該業務に関し管理責任者を配置すること。 

④ ＣｏＣ管理事業体は、受託事業体に教育研修を行うこと 

⑤ ＣｏＣ管理事業体は、受託事業体に対する内部監査を行う 

こと。 

 

８－２ ＣｏＣ管理事業体の活動には、ＣｏＣ管理事業体の現場及びそれ以外 

の場所で行われる、生産・加工・保管等に携わる受託事業者、下請業者 

の活動も含まれなければならない。 

 

８－３ ＣｏＣ管理事業体は、事業体のＣｏＣに関係する全ての委託業務活動 

又は下請業務活動に対して、全責任を負わなければならない。 

 

９ 内部監査 

 

９－１ ＣｏＣ管理事業体は、内部監査責任者を選定するとともに、尐なくと 

も年に 1回、内部監査を実施し、必要に応じて是正措置、予防措置がと 

られなければならない。 

 

１０ 教育・研修 

 

１０－１ ＣｏＣ管理事業体は、教育・研修責任者を選定するとともに、適切 

なＣｏＣ活動の実施のために、ＣｏＣ関連要員に対して教育・研修を 

行わなければならない。 
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１１ ＣｏＣ手順の文書化 

 

１１－１ ＣｏＣ管理事業体は、ＣｏＣについての手順を文書化しなければな 

らない。この文書には尐なくとも次の事項が含まれなければならない。 

      ① ＣｏＣに関する組織体制、責任、権限 

      ② 認証生産物の入荷・生産・加工・保管・出荷の経路 

      ③ 原材料の由来の確認 

⑤  分別管理方式またはパーセンテージ方式の手法 

⑥  マーク使用の方法 

⑦  内部監査、教育・研修、苦情処理の手法 

 

１２．末端流通業者のＳＧＥＣ製品の取扱 

１２－１ 小売業者、ホームセンター等、一般消費者へ製品を直接販売する末 

端流通業者がＳＧＥＣ認証製品を取り扱う場合は、当該事業者が当該 

認証製品に何ら手を加えない場合に限り、ＳＧＥＣのＣｏＣ管理事業 

体の資格を有しなくともＳＧＥＣ認証製品を取り扱うことが出来る。 

 

１３．ＣｏＣの流れの断絶 

１３－１ ＣｏＣの流れは認証生産物がＣｏＣ管理事業体からＣｏＣ管理事業 

体へ流れることで担保されるが、認証生産物がＣｏＣ管理事業体から 

非ＣｏＣ管理事業体に販売された場合は、非ＣｏＣ管理事業体の購入 

の時点をもってＣｏＣの流れが断絶するものとする。 

      

 

     ＜付属文書＞ 

次のＳＧＥＣ技術文書は別途定める。 

１．用語と定義 

２．ＳＧＥＣマークに関する技術文書 

３．パーセンテージ方式に関する技術文書 

４．｢ＳＧＥＣ認証｣原材料に関する技術文書 

５．問題ある出所からの原材料を回避するための技術文書 

６．統合ＣｏＣ管理事業体によるＣｏＣ管理のための技術文書 


